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〇
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
□
昭
和
五
十
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
□
に
関
す
る
資
料 

改
正
後 

改
正
前 

○
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則 

○
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則 

昭
和
五
十
年
四
月
四
日
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

昭
和
五
十
年
四
月
四
日
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

 
 

□
採
用
試
験
の
取
り
や
め
□ 

□
採
用
試
験
の
取
り
や
め
□ 

第
七
条 

人
事
委
員
会
は
□
試
験
対
象
職
に
欠
員
の
生
じ
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
等
の

事
情
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
当
該
職
に
か
か
る
試
験
職
種
に
つ
い
て
試
験
を
行
わ
な

い
こ
と
が
で
き
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
人
事
委
員
会
は
□
速
や
か
に
そ
の
旨
を
イ

ン
タ
□
ネ
□
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公
告
す
る
も
の
と
す
る
□ 

第
七
条 

人
事
委
員
会
は
□
試
験
対
象
職
に
欠
員
の
生
じ
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
等
の

事
情
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
□
当
該
職
に
か
か
る
試
験
職
種
に
つ
い
て
試
験
を
行
わ
な

い
こ
と
が
で
き
る
□
こ
の
場
合
に
お
い
て
□
人
事
委
員
会
は
□
速
や
か
に
そ
の
旨
を
千

葉
県
報
に
登
載
し
て
公
告
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 
 

□
採
用
試
験
の
公
告
□ 

□
採
用
試
験
の
公
告
□ 

第
八
条 

人
事
委
員
会
は
□
採
用
試
験
を
行
う
場
合
に
は
□
あ
ら
か
じ
め
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
を
利
用
し
て
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
公

告
す
る
も
の
と
す
る
□ 

第
八
条 

人
事
委
員
会
は
□
採
用
試
験
を
行
う
場
合
に
は
□
あ
ら
か
じ
め
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
□
千
葉
県
報
に
登
載
し
て
公
告
す
る
も
の
と
す
る
□ 

一
□
十 

略 

一
□
十 

略 

２ 

略 

２ 

略 

 
 

別
表
第
一
□
第
二
条
□ 

別
表
第
一
□
第
二
条
□ 

 

試
験
の
区

分 

試
験
職

種 

試
験
対
象
職 

職
務
の
内
容 

 
 

試
験
の
区

分 

試
験
職

種 

試
験
対
象
職 

職
務
の
内
容 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

 

略 
 

 
 

 

 

資
格
免
許

職
職
員
採

用
試
験 

薬
剤
師 

一 

行
政
職
給
料
表
の
職

務
の
級
一
級
の
職
の
う

ち
薬
剤
師
□
保
健
師
及

び
管
理
栄
養
士
を
も
つ

て
充
て
る
職 

二 

研
究
職
給
料
表
の
職

務
の
級
二
級
の
職
の
う

主
と
し
て
薬
学
に
関
す
る

知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他
の
能

力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従

事
す
る
□ 

 
 

資
格
免
許

職
職
員
採

用
試
験 

獣
医
師 

一 

行
政
職
給
料
表
の
職

務
の
級
一
級
の
職
の
う

ち
獣
医
師
□
薬
剤
師
□

保
健
師
及
び
管
理
栄
養

士
を
も
つ
て
充
て
る
職 

二 

研
究
職
給
料
表
の
職

務
の
級
二
級
の
職
の
う

主
と
し
て
獣
医
学
に
関
す

る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他
の

能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に

従
事
す
る
□ 

 

 
 

 
 

 
薬
剤
師 

主
と
し
て
薬
学
に
関
す
る

知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他
の
能

力
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
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ち
薬
剤
師
を
も
つ
て
充

て
る
職 

三 

医
療
職
給
料
表
□
二
□

□
給
与
条
例
別
表
第
五

医
療
職
給
料
表
ロ
医
療

職
給
料
表
□
二
□
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
の

職
務
の
級
二
級
の
職 

四 
医
療
職
給
料
表
□
三
□

□
給
与
条
例
別
表
第
五

医
療
職
給
料
表
ハ
医
療

職
給
料
表
□
三
□
を
い

う
□
□
の
職
務
の
級
二

級
の
職 

五 

公
営
企
業
の
管
理
者

が
定
め
る
一
□
二
□
三

及
び
四
に
規
定
す
る
職

に
相
当
す
る
職 

ち
獣
医
師
及
び
薬
剤
師

を
も
つ
て
充
て
る
職 

三 

医
療
職
給
料
表
□
二
□

□
給
与
条
例
別
表
第
五

医
療
職
給
料
表
ロ
医
療

職
給
料
表
□
二
□
を
い

う
□
以
下
同
じ
□
□
の

職
務
の
級
二
級
の
職 

四 

医
療
職
給
料
表
□
三
□

□
給
与
条
例
別
表
第
五

医
療
職
給
料
表
ハ
医
療

職
給
料
表
□
三
□
を
い

う
□
□
の
職
務
の
級
二

級
の
職 

五 

公
営
企
業
の
管
理
者

が
定
め
る
一
□
二
□
三

及
び
四
に
規
定
す
る
職

に
相
当
す
る
職 

事
す
る
□ 

 
 

薬
剤
師

□
病
院

局
□ 

県
立
病
院
等
に
お
い
て
薬

学
に
関
す
る
知
識
□
技
術
又
は

そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
□ 

 
 

 

薬
剤
師

□
病
院

局
□ 

県
立
病
院
等
に
お
い
て
薬

学
に
関
す
る
知
識
□
技
術
又
は

そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

る
業
務
に
従
事
す
る
□ 

 

 
 

保
健
師 

主
と
し
て
保
健
指
導
に
関

す
る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務

に
従
事
す
る
□ 

 
 

 

保
健
師 

主
と
し
て
保
健
指
導
に
関

す
る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他

の
能
力
を
必
要
と
す
る
業
務

に
従
事
す
る
□ 

 

 
 

管
理
栄

養
士 

主
と
し
て
栄
養
学
に
関
す

る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他
の

能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に

従
事
す
る
□ 

 
 

 

管
理
栄

養
士 

主
と
し
て
栄
養
学
に
関
す

る
知
識
□
技
術
又
は
そ
の
他
の

能
力
を
必
要
と
す
る
業
務
に

従
事
す
る
□ 

 

 
 

管
理
栄

養
士
□
病

院
局
□ 

県
立
病
院
等
に
お
い
て
栄

養
学
に
関
す
る
知
識
□
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事
す
る
□ 

 
 

 

管
理
栄

養
士
□
病

院
局
□ 

県
立
病
院
等
に
お
い
て
栄

養
学
に
関
す
る
知
識
□
技
術
又

は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と

す
る
業
務
に
従
事
す
る
□ 

 

 
 

 

略 
 

 
 

 
 

 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

 
 

 

略 
 

 
 

 

 
 

別
表
第
二
□
第
三
条
□ 

別
表
第
二
□
第
三
条
□ 

 

試
験
の
区
分 

試
験
職
種 

試
験
の
方
法 

試
験
の
程
度 

 
 

試
験
の
区
分 

試
験
職
種 

試
験
の
方
法 

試
験
の
程
度 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

 
略 

 
 

 
 

 

資
格
免
許
職
職
員
採
用

試
験 

薬
剤
師 

薬
剤
師
□
病
院

局
□ 

保
健
師 

管
理
栄
養
士 

教
養
試
験 

専
門
試
験 

口
述
試
験 

適
性
検
査 

受
験
資
格
等

大
学
卒
業
の
程
度 

 
 

資
格
免
許
職
職
員
採
用

試
験 

獣
医
師 

薬
剤
師 

薬
剤
師
□
病
院

局
□ 

保
健
師 

教
養
試
験 

専
門
試
験 

口
述
試
験 

適
性
検
査 

受
験
資
格
等

大
学
卒
業
の
程
度 
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管
理
栄
養
士

□
病
院
局
□ 

の
調
査 

管
理
栄
養
士 

管
理
栄
養
士

□
病
院
局
□ 

の
調
査 

 
 

保
育
士 

臨
床
検
査
技

師 栄
養
士 

司
書 

 

短
期
大
学
又
は
高
等
専

門
学
校
卒
業
の
程
度 

 
 

 

保
育
士 

臨
床
検
査
技

師 栄
養
士 

司
書 

 

短
期
大
学
又
は
高
等
専

門
学
校
卒
業
の
程
度 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

 

略 
 

 
 

 

備
考 

略 

備
考 

略 

 
 

別
表
第
三
□
第
四
条
□ 

別
表
第
三
□
第
四
条
□ 

 

試
験
の
区

分 

試
験
職
種 
受
験
資
格 

 
 

試
験
の
区

分 

試
験
職
種 

受
験
資
格 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

 

資
格
免
許

職
職
員
採

用
試
験 

□
削
る
□
□

 
 

 

資
格
免
許

職
職
員
採

用
試
験 

獣
医
師 

試
験
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
二
十
三
歳

以
上
三
十
五
歳
未
満
の
者
で
□
獣
医
師
法
□
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
□
に
基
づ
く
獣
医
師
の
免
許

を
取
得
し
て
い
る
も
の
又
は
試
験
年
度
の
国
家
試
験
で

当
該
免
許
を
取
得
す
る
見
込
み
の
も
の 

 

 
 

 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 

 
 

略 
 

 
 

 
 

略 
 

 
 

備
考 

職
員
採
用
上
級
試
験
及
び
警
察
官
採
用
試
験
の
受
験
資
格
に
つ
い
て
は
□
人
事

委
員
会
が
採
用
試
験
の
実
施
時
期
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
適
当
で
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
は
□
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

備
考 

警
察
官
採
用
試
験
の
受
験
資
格
に
つ
い
て
は
□
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

 


